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事 務 所 だ よ り  

 

令和２年８月号  

 

～令和 2年度の追加要件や変更点とは？～ 

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主（※）です。 

（１）労働者災害補償保険の適用事業主であること 

（２）次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること 

ア 勤務間インターバルを導入していない事業場 

イ 既に休息時間数が９時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者

が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場 

ウ 既に休息時間数が９時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場 

改定！（３）全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、３６協定が締結・届出されていること。 

改定！（４）全ての対象事業場において、交付申請時点で、年５日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備

していること。 

支給対象となる取組  労務管理担当者に対する研修など約 10の取り組みの中から 1つ以上実施。 

成果目標の設定 支給対象となる取組は、「成果目標」の達成を目指して実施してください 

事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が「９時間以上

１１時間未満」または「１１時間以上」の勤務間インターバルを導入すること。 

事業実施期間 交付決定の日から２０２１年１月２９日（金）までに取組を実施。 

支給額 取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。 

対象経費の合計額に補助率３／４（※）を乗じた額を助成（ただし次の表の上限額を超える場合は、上限額）。 

（※）常時使用する労働者数が 30名以下かつ、支給対象の取組で６から 10を実施する場合で、その所要額

が３０万円を超える場合の補助率は４／５ 

  休息時間数（※） 
「新規導入」に該当する 

取組がある場合 

「新規導入」に該当する取組がなく、「適用範囲の拡大」

又は「時間延長」に該当する取組がある場合 

９時間以上１１時間未満 ８０万円 ４０万円 

１１時間以上 １００万円 ５０万円 

（※）事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指します。 

賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額は、指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、次の表のとお

り、上記上限額に加算する。なお、引き上げ人数は 30人を上限とする。改定！ 

   

 

 

 

 締め切り  申請の受付は２０２０年１１月３０日（月）まで（必着）です。 

引き上げ人数 １～３人 ４～６人 ７～10人 11人～30人 

３％以上引き上げ １５万円 ３０万円 ５０万円 １人当たり５万円（上限１５０万円） 

５％以上引き上げ ２４万円 ４８万円 ８０万円 １人当たり８万円（上限２４０万円） 
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～新型コロナウイルスに関する企業の対応や休業対策等、情報提供を行っていきます～ 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で報酬が著しく下がった方は、健康保険・厚生

年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定することができます。 

新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方

について、一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保 険料の標準報酬月額を、

通常の随時改定（4か月目に改定）によらず、特例により翌月から改定可能です。 

＜対象となる方＞ 下記のすべてに該当する方が対象です。 

＊新型コロナウイルス感染症の影響による休業があり、令和２年４月～７月で報酬が著し

く低下した月があった方 

＊報酬が著しく低下した月に支払われた報酬の総額（１か月分）が、既に設定されている

標準報酬月額に比べて２等級以上下がった方 

＊本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している方 

※申請をお考えの事業所さんはお気軽に当事務所までご相談ください。 

令和 2年 7月豪雨のお見舞い 

 先の 7月豪雨により被害を受けられた顧問先の皆

様には、謹んでお見舞い申し上げます。 

 以前から「篠突く雨」という表現がありましたが、

それが 4時間以上も続いたのであれば、どのような

治水対策もどれ程の効果があっただろうか？民家を、

橋を、車を、飲み込んでいく茶色い濁流を見ながら、

只々恐怖ととも考えさせられました。もはや、梅雨

のイメージは、アジサイの花をシトシトと濡らす風

情ではなくなり、日本の美しい四季は、急激な気候

変動によって無残にも切り裂かれようとしています。 

 目の当たりにした誰もが「心が折れた」瞬間でもありました。起こりようもないことが現実となって、否応

なく、逃げようもなく、押し付けてくる。心が折れて当然です。 

 60年前の朧げな記憶に、日照りの炎天下の干乾びた畑に枯れた稲穂と両親のうなだれた後姿があります。誰

に怒りをぶつけることも出来ず、誰に救いを求めることも出来ず、只々受け入れざるを得ない。受け入れなけ

ればそれは心が壊れていくだけ。慈悲のかけらもない。それでも、自然の気まぐれに付き合わざるを得ない、

生きざるを得ない。今までの恵みを諦めなければ、壊れてしまう。 

 60年前の両親がどのようにして立ち直ったのか。不条理に捉えられた父は荒れて、今年の作を諦め黙って見

ている母。記憶は、恵みを授かった年月の嬉しそうな姿が重なって疎くなってしまいました。 

 今はどれ程泥にまみれ働いても成果を実感しないかもしれません。失った日常を戻すだけ、かもしれません。

しかし、恵みは必ず来ます。働いた分少しづつでも成果を与えてくれます。「気を抜くなよ」、

と囁きながらも。 

どうか、どうか、顔をあげて下さい。あきれ果て、諦め果てて、笑うしかない、その笑

顔が、どれくらい皆に元気を与えるか、を見せてあげて下さい。 


